
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

島 根 県 報

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

島
根
県
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
四
十
年
島
根
県
条
例
第
二
十
一
号)

第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
図
書
類
を
青
少
年
に
販
売
し
、
領
布
し
、
又
は
貸
し
付
け
て
は
な
ら
な
い

図
書
類
と
し
て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
例
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
十
七
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

島
根
県
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
四
十
年
島
根
県
条
例
第
二
十
一
号)

第
十
三
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
興
行
を
青
少
年
に
観
覧
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
興
行
と
し
て
指
定
し
た
の

で
、
同
条
例
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平成��年��月��日 第�����号(�)

一
五
八
九
一

一
五
八
九
〇

一
五
八
八
九

一
五
八
八
八

一
五
八
八
七

一
五
八
八
六

指
定
番
号

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

種

類

別
冊
ド
ン
ト

(

二
〇
〇
三
年
十
一

月
号)

ホ
イ
ッ
プ

(

Ｎ
Ｏ
Ｖ
�
二
〇
〇

三
�
一
一
・
Ｎ
Ｏ
�
四
六)

レ
デ
ィ
ー
ス
コ
ミ
ッ
ク
・
タ
ブ
ー

十
一
月
号

Ｇ
Ｏ
Ｋ
Ｕ
Ｈ
ゴ
ク
ウ
十
一
月
号

(

第
一
四
八
号)

ア
ク
シ
ョ
ン
写
真
塾

(

二
〇
〇
三

Ｎ
Ｏ
Ｖ
�
一
一)

Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
ダ
ン
シ
ャ
ク
男
爵

(

二
〇
〇
三
年
十
一
月
号
・
Ｖ
Ｏ

Ｌ
�
八
七) 名

称

㈱
マ
ガ
ジ
ン
・

マ
ガ
ジ
ン

株
式
会
社
コ
ア

マ
ガ
ジ
ン

三
和
出
版
株
式

会
社

バ
ウ
ハ
ウ
ス

㈱
サ
ン
出
版

英
知
出
版
株
式

会
社

発
行･

出
版
社
名

青
少
年
の
性

的
感
情
を
著
し

く
刺
激
し
、
粗

暴
性
を
著
し
く

助
長
し
、
又
は

残
虐
性
を
助
長

し
、
そ
の
健
全

な
育
成
を
阻
害

す
る
お
そ
れ
が

あ
る
。

指
定
の
理
由

第
一
、
五
一
四
号

平
成
十
五
年
十
月
十
七
日

(

金
曜
日)


�

�
�青

少
年
に
販
売
等
し
て
は
な
ら
な
い
図
書
類

(

青
少
年
家
庭
課)

一

青
少
年
に
観
覧
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
興
行

(

〃

)

一

身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
身
体
障
害
者
更
生

(

障
害
者
福
祉
課)

三

施
設
等
の
指
定

保
安
林
の
指
定

(

森

林

整

備

課)

三

保
安
林
の
指
定
の
解
除

(

〃

)

三

道
路
の
区
域
の
変
更

(

道

路

維

持

課)

三

道
路
の
供
用
開
始

(

〃

)

七

廃
川
敷
地
等
の
発
生

(
河

川

課)

八

�
�特

定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
に
係
る
書
類
の
縦

(

環
境
生
活
総
務
課)

八

覧

�
�
�
�

島
根
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
の
一
部
改
正

九

�
�平

成
十
五
年
三
月
二
十
八
日
付
け
島
根
県
報
号
外
第
五
九
号
中

(

教
育
庁
総
務
課)

九

��������������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

��������������������������������

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



島 根 県 報

平
成
十
五
年
十
月
十
七
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

平成��年��月��日 第�����号 (�)

一
〇
四
九
七

一
〇
四
九
六

一
〇
四
九
五

一
〇
四
九
四

一
〇
四
九
三

一
〇
四
九
二

一
〇
四
九
一

一
〇
四
九
〇

一
〇
四
八
九

一
〇
四
八
八

一
〇
四
八
七

一
〇
四
八
六

指
定
番
号

映

画

映

画

映

画

映

画

映

画

映

画

映

画

映

画

映

画

映

画

映

画

映

画

種

類

新
日
本
映
像
ニ
ュ
ー
ス
〈
黒
犬
と

和
服
未
亡
人
〉

新
日
本
映
像
ニ
ュ
ー
ス
〈
谷
川
み

ゆ
き
高
校
教
師
―
汚
す
！
―
〉

痴
漢
電
車
二
〇
〇
三

さ
わ
ら
れ

た
い
女

奴
隷
性
愛

私
の
お
も
ち
ゃ

い
ん
ら
ん
家
族
計
画

発
情
母
娘

黒
犬
と
和
服
未
亡
人

月
下
の
獣
宴

谷
川
み
ゆ
き

高
校
教
師

―
汚

す
！
―

ボ
ブ
・
ク
レ
イ
ン

快
楽
を
知
っ

た
Ｔ
Ｖ
ス
タ
ー

ね
っ
ち
り
母
娘

赤
貝
の
味

の
ん
け
Ⅱ

〜
幸
せ
に
な
ろ
う

や
！
〜

い
ん
ら
ん
肉
布
団

女
将
の
濡
れ

具
合

題

名

新
日
本
映
像

新
日
本
映
像

新
東
宝
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

新
東
宝
映
画

新
日
本
映
像

オ
ー
ピ
ー
映
画

新
日
本
映
像

ソ
ニ
ー
・
ピ
ク

チ
ャ
ー
ズ

オ
ー
ピ
ー
映
画

Ｅ
Ｎ
Ｋ
プ
ロ

新
東
宝
映
画

配
給
会
社
名

青
少
年
の
性

的
感
情
を
著
し

く
刺
激
し
、
粗

暴
性
を
著
し
く

助
長
し
、
又
は

残
虐
性
を
助
長

し
、
そ
の
健
全

な
育
成
を
阻
害

す
る
お
そ
れ
が

あ
る
。

指
定
の
理
由

一
〇
五
一
一

一
〇
五
一
〇

一
〇
五
〇
九

一
〇
五
〇
八

一
〇
五
〇
七

一
〇
五
〇
六

一
〇
五
〇
五

一
〇
五
〇
四

一
〇
五
〇
三

一
〇
五
〇
二

一
〇
五
〇
一

一
〇
五
〇
〇

一
〇
四
九
九

一
〇
四
九
八

映

画

映

画

映

画

映

画

映

画

映

画

映

画

映

画

映

画

映

画

映

画

映

画

映

画

映

画

ナ
ー
ス
姉
妹

桃
色
診
察
室

フ
ァ
ミ
リ
ー

新
日
本
映
像
ニ
ュ
ー
ス
〈
義
父
の

指
あ
そ
び

―
抜
か
な
い
で
！

―
〉

新
日
本
映
像
ニ
ュ
ー
ス
〈
熟
女
た

ち
の
ラ
ブ
ホ
テ
ル

玉
い
じ
り
〉

愛
欲
遊
戯

狙
わ
れ
た
美
穴

義
父
の
指
あ
そ
び

―
抜
か
な
い

で
！
―

若
奥
様

羞
恥
プ
レ
イ

熟
女
た
ち
の
ラ
ブ
ホ
テ
ル

玉
い

じ
り

新
日
本
映
像
ニ
ュ
ー
ス
〈
新
・
日

本
エ
ロ
ば
な
し

人
妻
竜
宮
城
〉

新
・
日
本
エ
ロ
ば
な
し

人
妻
竜

宮
城

Ｏ
Ｌ
日
記

あ
え
ぐ
牝
穴

女
曼
陀
羅

七
人
の
絶
頂

真
昼
の
不
倫
妻

美
人
の
快
楽

Ｓ
Ｍ
女
医

巨
乳
く
い
込
む

新
東
宝
映
画

松

竹

新
日
本
映
像

新
日
本
映
像

オ
ー
ピ
ー
映
画

新
日
本
映
像

オ
ー
ピ
ー
映
画

新
日
本
映
像

新
日
本
映
像

新
日
本
映
像

オ
ー
ピ
ー
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

新
東
宝
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画



島 根 県 報

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

身
体
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

第
十
七
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
指
定
身
体
障
害
者
更
生
施
設
等
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
十
七
条
の
三
十
一

第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
十
七
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

�
�
�
�
�
�
�
�



�

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
安
林

の
指
定
を
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
十
七
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

保
安
林
の
所
在
場
所

簸
川
郡
大
社
町
大
字
杵
築
東
字
亀
山
三
一
〇
五
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
を
禁
止
す
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�



�
�

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
安
林

の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
十
七
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

簸
川
郡
多
伎
町
大
字
小
田
二
六
三
五
の
一
、
二
六
三
五
の
四

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

風
害
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

�
�
�
�
�
�
�
�



�
�

道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
、
道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
十
五
日
間
島
根
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
当
該
道
路
を
管
轄
す

る
土
木
建
築
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平成��年��月��日 第�����号(�)

一
〇
五
一
五

一
〇
五
一
四

一
〇
五
一
三

一
〇
五
一
二

映

画

映

画

映

画

映

画

新
日
本
映
像
ニ
ュ
ー
ス
〈
三
十
路

ス
チ
ュ
ワ
ー
デ
ス

敏
感
名
器
〉

新
日
本
映
像
ニ
ュ
ー
ス
〈
義
母
レ

ズ

―
息
子
交
換
―
〉

三
十
路
ス
チ
ュ
ワ
ー
デ
ス

敏
感

名
器

義
母
レ
ズ

―
息
子
交
換
―

新
日
本
映
像

新
日
本
映
像

新
日
本
映
像

新
日
本
映
像

社
会
福
祉
法
人

島
根
県
社
会
福
祉

事
業
団

経
営
主
体
の
名
称

入
所
療
護

(

通
所)

指
定
し
た

施
設
種
別

厚
生
セ
ン
タ
ー

晴

雲
寮 施

設
の
名
称

松
江
市
上
乃
木
七
丁

目
一
―
二
八

施
設
の
所
在
地

平
成
十
五
年
十

月
一
日

指
定
年
月
日



島 根 県 報

平
成
十
五
年
十
月
十
七
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

平成��年��月��日 第�����号 (�)

県

道

一
般
国
道

道
路
の
種
類

松
江
鹿
島
美
保
関

線 二
百
六
十
一
号

路

線

名

飯
石
郡
掛
合
町
大
字
波
多
四
二
五
番
二
地
先
か
ら
同
大

字
三
〇
七
番
五
地
先
ま
で

八
束
郡
鹿
島
町
大
字
名
分
一
二
〇
一
番
三
地
先
か
ら
同

大
字
一
〇
一
四
番
三
地
先
ま
で

八
束
郡
鹿
島
町
大
字
名
分
一
二
八
七
番
一
地
先
か
ら
同

大
字
一
二
〇
一
番
三
地
先
ま
で

八
束
郡
鹿
島
町
大
字
名
分
一
三
二
八
番
一
地
先
か
ら
同

大
字
一
二
八
七
番
一
地
先
ま
で

邑
智
郡
桜
江
町
大
字
谷
住
郷
一
七
一
三
番
一
地
先
か
ら

同
大
字
二
〇
七
三
番
六
地
先
ま
で

区

間

道

路

の

区

域

後 前 後 前
Ａ

後

Ｂ

前

Ａ
後 前 後 前

変
更
前

の
別

一
〇
・
〇
〇
〜

五
二
・
五
〇

七
・
〇
〇
〜

三
二
・
〇
〇

一
三
・
〇
〇
〜

二
〇
・
〇
〇

六
・
五
〇
〜九

・
九
〇

一
三
・
〇
〇
〜

一
一
一
・
〇
〇

七
・
〇
〇
〜

一
四
・
〇
〇

七
・
〇
〇
〜

一
四
・
〇
〇

一
八
・
〇
〇
〜

二
五
・
〇
〇

一
〇
・
五
〇
〜

一
五
・
〇
〇

八
・
〇
〇
〜

八
六
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

七
・
五
〇
〜九

・
〇
〇

敷
地
の
幅
員

一
、
一
三
七
・
〇
〇

一
、
一
三
七
・
〇
〇

一
三
四
・
〇
〇

一
三
六
・
〇
〇

二
一
〇
・
〇
〇

二
四
九
・
〇
〇

二
四
九
・
〇
〇

三
二
〇
・
〇
〇

三
二
五
・
〇
〇

四
四
五
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

四
四
五
・
〇
〇

延

長

松
江
土
木
建
築
事
務
所

川
本
土
木
建
築
事
務
所

管
轄
す
る
土
木
建
築
事

務
所
の
名
称

〃〃 〃拡
幅

〃上
記
の
Ａ
及
び
Ｂ
は
関

係
図
面
に
表
示
す
る
敷

地
の
区
分
を
い
う
。

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

〃〃 道
路
改
良
工
事

拡
幅 備

考



島 根 県 報平成��年��月��日 第�����号(�)

〃 〃

瑞
穂
赤
来
線

川
本
波
多
線

邑
智
郡
大
和
村
大
字
村
之
郷
一
二
六
三
番
一
地
先
か
ら

同
大
字
一
二
四
七
番
六
地
先
ま
で

邑
智
郡
大
和
村
大
字
村
之
郷
一
二
六
三
番
一
地
先
か
ら

同
地
番
先
ま
で

邑
智
郡
大
和
村
大
字
村
之
郷
一
二
六
二
番
一
地
先
か
ら

同
大
字
一
二
六
三
番
一
地
先
ま
で

邑
智
郡
大
和
村
大
字
村
之
郷
一
二
五
二
番
五
地
先
か
ら

同
大
字
一
二
六
二
番
一
地
先
ま
で

飯
石
郡
頓
原
町
大
字
志
津
見
六
四
七
番
一
地
先
か
ら
同

大
字
六
四
八
番
一
地
先
ま
で

飯
石
郡
掛
合
町
大
字
波
多
二
一
四
七
番
二
地
先
か
ら
同

地
番
先
ま
で

Ａ

後

Ｂ

前

Ａ
後 前

Ａ

後

Ｂ

前

Ａ
後 前 後 前 後 前

一
一
・
〇
〇
〜

二
〇
・
〇
〇

五
・
〇
〇
〜

一
〇
・
〇
〇

五
・
〇
〇
〜

一
〇
・
〇
〇

一
二
・
〇
〇
〜

四
五
・
〇
〇

五
・
〇
〇

一
〇
・
〇
〇
〜

一
五
・
〇
〇

五
・
〇
〇
〜八

・
〇
〇

五
・
〇
〇
〜八

・
〇
〇

一
一
・
〇
〇
〜

二
二
・
〇
〇

四
・
〇
〇
〜

一
一
・
〇
〇

三
二
・
五
〇
〜

六
五
・
五
〇

三
〇
・
〇
〇
〜

四
五
・
〇
〇

一
二
・
五
〇
〜

三
二
・
〇
〇

一
一
・
五
〇
〜

一
五
・
〇
〇

三
三
〇
・
〇
〇

三
二
三
・
〇
〇

三
二
三
・
〇
〇

五
〇
・
〇
〇

五
〇
・
〇
〇

五
七
・
〇
〇

六
二
・
〇
〇

六
二
・
〇
〇

一
二
八
・
〇
〇

一
三
六
・
〇
〇

一
〇
〇
・
〇
〇

一
〇
〇
・
〇
〇

一
二
一
・
〇
〇

一
二
一
・
〇
〇

川
本
土
木
建
築
事
務
所

木
次
土
木
建
築
事
務
所

〃上
記
の
Ａ
及
び
Ｂ
は
関

係
図
面
に
表
示
す
る
敷

地
の
区
分
を
い
う
。

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

〃拡
幅

〃上
記
の
Ａ
及
び
Ｂ
は
関

係
図
面
に
表
示
す
る
敷

地
の
区
分
を
い
う
。

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

〃〃 〃〃 〃〃



島 根 県 報平成��年��月��日 第�����号 (�)

〃 〃

浅
利
渡
津
線

浜
田
作
木
線

江
津
市
浅
利
町
一
六
七
六
番
五
地
先
か
ら
同
市
松
川
町

八
神
六
四
九
番
一
地
先
ま
で

江
津
市
浅
利
町
五
二
六
番
二
地
先
か
ら
同
町
一
六
七
六

番
五
地
先
ま
で

邑
智
郡
瑞
穂
町
大
字
伏
谷
九
五
番
二
地
先
か
ら
同
大
字

六
一
番
一
地
先
ま
で

邑
智
郡
大
和
村
大
字
村
之
郷
一
二
六
六
番
一
地
先
か
ら

同
大
字
五
九
三
番
三
地
先
ま
で

邑
智
郡
大
和
村
大
字
村
之
郷
一
二
四
七
番
六
地
先
か
ら

同
大
字
一
二
六
六
番
一
地
先
ま
で

前

Ａ
後 前

Ａ

後

Ｂ

前

Ａ Ａ

後

Ｂ

前

Ａ
後 前

Ａ

後

Ｂ

前

Ａ

九
・
〇
〇
〜

一
四
・
五
〇

八
・
〇
〇
〜

二
三
・
〇
〇

二
・
五
〇
〜四

・
五
〇

一
二
・
〇
〇
〜

二
〇
・
〇
〇

二
・
五
〇
〜七

・
五
〇

二
・
五
〇
〜七

・
五
〇

六
・
〇
〇
〜

一
〇
・
〇
〇

七
・
〇
〇
〜九

・
五
〇

七
・
〇
〇
〜九

・
五
〇

九
・
〇
〇
〜

一
五
・
〇
〇

四
・
〇
〇
〜六

・
〇
〇

一
四
・
〇
〇
〜

六
二
・
〇
〇

五
・
〇
〇
〜八

・
〇
〇

五
・
〇
〇
〜八

・
〇
〇

一
三
九
・
〇
〇

九
五
〇
・
〇
〇

九
五
〇
・
〇
〇

一
九
五
・
〇
〇

一
八
一
・
〇
〇

一
八
一
・
〇
〇

一
〇
七
・
〇
〇

八
六
・
五
〇

八
六
・
五
〇

九
〇
・
〇
〇

九
〇
・
〇
〇

九
二
・
〇
〇

一
一
一
・
〇
〇

一
一
一
・
〇
〇

浜
田
土
木
建
築
事
務
所

〃 〃拡
幅

〃上
記
の
Ａ
及
び
Ｂ
は
関

係
図
面
に
表
示
す
る
敷

地
の
区
分
を
い
う
。

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

仮
設
道
設
置

〃上
記
の
Ａ
及
び
Ｂ
は
関

係
図
面
に
表
示
す
る
敷

地
の
区
分
を
い
う
。

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

仮
設
道
設
置

〃拡
幅

〃上
記
の
Ａ
及
び
Ｂ
は
関

係
図
面
に
表
示
す
る
敷

地
の
区
分
を
い
う
。

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ



島 根 県 報

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

道
路
の
供
用
を
次
の
よ
う
に
開
始
す
る
の
で
、
道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
十
五
日
間
島
根
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
当
該
道
路
を
管
轄
す

る
土
木
建
築
事
務
所
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
十
七
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

平成��年��月��日 第�����号(�)

〃 〃

益
田
阿
武
線

東
仙
道
津
田
停
車

場
線

益
田
市
高
津
二
丁
目
イ
九
二
番
地
先
か
ら
同
市
イ
八
四

番
五
地
先
ま
で

益
田
市
高
津
二
丁
目
イ
一
一
一
四
番
一
地
先
か
ら
同
市

イ
九
二
番
地
先
ま
で

益
田
市
大
草
町
五
一
八
番
三
地
先
か
ら
同
町
五
一
一
番

三
地
先
ま
で

益
田
市
大
草
町
六
六
〇
番
三
地
先
か
ら
同
町
五
一
八
番

三
地
先
ま
で

後 前
Ａ

後

Ｂ

前

Ａ Ａ

後

Ｂ

前

Ａ Ａ

後

Ｂ

一
八
・
六
〇
〜

二
九
・
〇
〇

七
・
八
〇
〜

一
六
・
〇
〇

一
八
・
〇
〇
〜

四
五
・
八
〇

一
一
・
二
〇
〜

二
〇
・
〇
〇

一
一
・
二
〇
〜

二
〇
・
〇
〇

九
・
五
〇
〜

二
一
・
〇
〇

一
〇
・
〇
〇
〜

二
三
・
〇
〇

一
〇
・
〇
〇
〜

二
三
・
〇
〇

七
・
〇
〇
〜

二
八
・
五
〇

九
・
〇
〇
〜

一
四
・
五
〇

八
七
・
五
〇

八
七
・
五
〇

一
五
七
・
〇
〇

一
二
一
・
〇
〇

一
二
一
・
〇
〇

一
一
六
・
〇
〇

一
一
三
・
〇
〇

一
一
三
・
〇
〇

三
六
二
・
〇
〇

一
三
九
・
〇
〇

益
田
土
木
建
築
事
務
所

〃拡
幅

〃上
記
の
Ａ
及
び
Ｂ
は
関

係
図
面
に
表
示
す
る
敷

地
の
区
分
を
い
う
。

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

〃上
記
の
Ａ
及
び
Ｂ
は
関

係
図
面
に
表
示
す
る
敷

地
の
区
分
を
い
う
。

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

上
記
の
Ａ
及
び
Ｂ
は
関

係
図
面
に
表
示
す
る
敷

地
の
区
分
を
い
う
。

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ



島 根 県 報

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

河
川
改
修
工
事
の
施
行
に
伴
い
、
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令

(

昭
和
四
十
年
政
令

第
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
島
根
県
土
木
部
河
川
課
及
び
島
根
県
益
田
土
木
建
築
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
十
七
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

河
川
の
名
称

一
級
河
川

高
津
川
水
系

紙
祖
川

二

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

平
成
十
五
年
十
月
十
七
日

三

廃
川
敷
地
等
の
位
置

一�

美
濃
郡
匹
見
町
大
字
紙
祖
イ
二
八
一
番
一
地
先

二�

美
濃
郡
匹
見
町
大
字
紙
祖
イ
二
七
八
番
三
地
先

三�

美
濃
郡
匹
見
町
大
字
紙
祖
イ
二
七
四
番
地
先

四

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量

一�

土
地

二
三
〇
・
三
六
平
方
メ
ー
ト
ル

二�

土
地

四
五
・
一
九
平
方
メ
ー
ト
ル

三�

土
地

五
九
二
・
〇
四
平
方
メ
ー
ト
ル


�

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
十
五
年
十
月
十
七
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
五
年
十
月
六
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

平成��年��月��日 第�����号 (�)

〃 〃 〃 〃

県

道

道
路
の
種
類

東
仙
道
津
田
停
車

場
線

益
田
種
三
隅
線

浅
利
渡
津
線

大
社
日
御
碕
線

杉
戸
仁
多
線

路

線

名

益
田
市
大
草
町
五
一
八
番
三
地
先
か
ら
同
町
六
六
〇
番

三
地
先
ま
で

益
田
市
下
種
町
五
八
三
番
一
二
地
先
か
ら
同
町
二
一
二

八
番
三
地
先
ま
で

江
津
市
浅
利
町
五
二
六
番
二
地
先
か
ら
同
市
松
川
町
八

神
六
四
九
番
一
地
先
ま
で

簸
川
郡
大
社
町
大
字
日
御
碕
字
川
井
戸
九
五
二
番
四
地

先
か
ら
同
字
九
五
六
番
九
地
先
ま
で

飯
石
郡
吉
田
村
大
字
吉
田
字
杉
戸
五
〇
〇
番
四
地
先
か

ら
同
大
字
字
梅
木
五
六
九
番
一
地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

三
六
二
・
〇
〇

三
八
〇
・
〇
〇

一
、
一
四
五
・
〇
〇

三
六
〇
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

一
、
一
一
〇
・
五
〇

延

長

〃 〃 平
成
十
五
年
十
月
十

七
日

平
成
十
五
年
十
月
二

十
九
日

平
成
十
五
年
十
月
十

七
日 供

用
開
始
年
月
日

〃

益
田
土
木
建
築
事
務
所

浜
田
土
木
建
築
事
務
所

出
雲
土
木
建
築
事
務
所

木
次
土
木
建
築
事
務
所

管
轄
す
る
土
木
建
築
事

務
所
の
名
称

備

考



島 根 県 報

特
定
非
営
利
活
動
法
人

エ
ス
エ
ヌ
ケ
イ
介
護
福
祉
サ
ー
ビ
ス

三

代
表
者
の
氏
名

森
脇
慎
一

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

大
田
市
大
田
町
吉
永
一
二
八
七
番
地
六

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
島
根
県
内
の
福
祉
施
設
及
び
在
宅
の
高
齢
者
や
身
体
障
害
者
に
対
し
、
理
容
・
美
容

の
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業
を
行
い
、
地
域
福
祉
の
推
進
を
図
り
、
福
祉
の
発
展
に
貢
献
し
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
高
齢
者
や
障
害
者
の
人
た
ち
の
福
祉
の
向
上
及
び
社
会
全
体
の
公
益
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

六

縦
覧
に
供
す
る
書
類

定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
、
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
並
び

に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
収
支
予
算
書

七

縦
覧
期
間

申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間

八

縦
覧
場
所

県
政
情
報
セ
ン
タ
ー

(

県
庁
南
庁
舎
一
階)

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
事
務
所
の
所
在
地
を
所
管
す
る
隠
岐
支
庁
又
は
総
務
事
務
所

�
�

�
�

�
�

�
�

	

島
根
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
十
七
日

島
根
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

津

田

和

美



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	

�
�

島
根
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

島
根
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程

(

昭
和
二
十
六
年
島
根
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
第
一
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
中

｢

地
域
政
策
課
地
域
振
興
室｣

を

｢

地
域
政
策
課｣

に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中

｢

地
域
政
策
課
地
域
振
興
室｣

を

｢

地
域
政
策
課｣

に
改

め
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

次

長

地
域
政
策
課
長
、
市
町
村
課
市
町
村
合
併
支
援
室
長
、
地
域
政
策
課
地
域
振
興
室
長

及
び
市
町
村
課
課
長
補
佐

(

市
町
村
課
及
び
地
域
政
策
課
に
主
査
を
置
く
場
合
に
あ

つ
て
は
、
地
域
政
策
課
長
、
市
町
村
課
主
査
、
地
域
政
策
課
主
査
、
市
町
村
課
市
町

村
合
併
支
援
室
長
、
地
域
政
策
課
地
域
振
興
室
長
及
び
市
町
村
課
課
長
補
佐

�
�

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

�
�

平
成
十
五
年
三
月
二
十
八
日
付
け
島
根
県
報
号
外
第
五
九
号
中
に
誤
り
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
よ
う
に

訂
正
す
る
。

平成��年��月��日 第�����号(�)



平
成
十
五
年
十
月
十
七
日
印
刷

平
成
十
五
年
十
月
十
七
日
発
行

発
行
者

島

根

県

発
行
所

松
江
市
殿
町

島

根

県

庁

印

刷

松
江
市
学
園
南

松
陽
印
刷
所

定
価
一
箇
月

金
二
千
四
百
二
十
円

(

送
料
共)

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

島 根 県 報平成��年��月��日 第�����号 (��)

四
ペ
ー
ジ

上 段

終
り
か
ら
三

行

別
表
第
九
の
五
中

｢

東
出
雲
町
立
揖
屋
小
学
校

玉
湯
町
立
玉
湯
小
学
校

｣

を

｢

東
出
雲
町
立
揖
屋
小
学
校

同

出
雲
郷
小
学
校

玉
湯
町
立
玉
湯
小
学
校

｣

に
、

｢

同

中
部
小
学
校

同

出
東
小
学
校

湖
陵
町
立
湖
陵
小
学
校｣

を

｢

同

中
部
小
学
校

湖
陵
町
立
湖
陵
小
学
校｣

に
、

｢

平
田
市
立
平
田
中
学
校

同

旭
丘
中
学
校

三
刀
屋
町
立
三
刀
屋
中
学
校｣

を

｢
平
田
市
立
平
田
中
学
校

三
刀
屋
町
立
三
刀
屋
中
学
校｣

に
改
め
る
。

誤

別
表
第
九
の
五
中

｢

東
出
雲
町
立
揖
屋
小
学
校

八
雲
村
立
八
雲
小
学
校

｣

を

｢

東
出
雲
町
立
揖
屋
小
学
校

同

出
雲
郷
小
学
校

八
雲
村
立
八
雲
小
学
校

｣

に
、

｢

同

中
部
小
学
校

同

出
東
小
学
校

湖
陵
町
立
湖
陵
小
学
校｣

を

｢

同

中
部
小
学
校

湖
陵
町
立
湖
陵
小
学
校｣

に
、

｢

平
田
市
立
平
田
中
学
校

同

旭
丘
中
学
校

三
刀
屋
町
立
三
刀
屋
中
学
校｣

を

｢

平
田
市
立
平
田
中
学
校

三
刀
屋
町
立
三
刀
屋
中
学
校｣

に
改
め
る
。

正


